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法人会員制度のhいｽポーﾂｸﾗブの会員権

Q:従業員の福利厚生のためスポーツクラ

ブに入会したいと考えています。が、 そのス

ポーツクラブは法人会員制度がないので、代

表者個人名で入会し、会員権は法人の資産と

して計上したいのですが、問題はないでしよ

うか。

A.:代表者の個人会員として、スポーツク

ラブ等のレジャークラブの入会をした場合は、

原則として、その入会金は代表者に対する賞

与となります。

しかし、個人会員制度しかないため個人会

員として入会し、その入会が法人の業務遂行

上必要であり、その入会金を法人が負担する

ことに相当の理由がある場合には、その会員

権を法人の資産として計上することができま

す（法基通9－7－13の2） 。

資産に計上した会員権に係る毎月の会費に

ついては、その利用目的により福利厚生費、

又は交際費等として処理することになります。

ご質間のように従業員の福利厚生用として利

用する場合は、_福利厚生費で処理することに

なります。

ただし、法人の業務遂行上利用することを

目的として入会したものの、そのスポーツク

ラブの会則等から目的にあった利用ができず、

会員となった個人がやむを得ず利用している

場合は、その個人に対する賞与となりますの

で、注意が必要です。

利用目的や目的にあった利用ができるかど

うかの十分な検討が必要と言えるでしょう 0
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